
 舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ  事  業  費  補  助  ⾦  交  付  要  領 

 （趣  旨） 

 第  １  条     こ  の  要  領  は、  地  球  温  暖  化  が  進  み、  ⾼  温  の  影  響  に  よ  る  農  作  物  の  収  量  減  少  や  品  質 

 低  下  等  が  発  ⽣  す  る  中、  本  市  の  気  候  ⾵  ⼟  に  適  し  た  作  物  の  導  ⼊  に  チャ  レ  ン  ジ  す  る  意  欲  的  な 

 農  業  者  を  ⽀  援  す  る  た  め  に  予  算  の  範  囲  内  で  交  付  す  る  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ 

 事  業  費  補  助  ⾦  （以  下  「  補  助  ⾦  」  と  い  う。）  に  関  し、  補  助  ⾦  等  の  交  付  に  関  す  る  規  則 

 （昭  和  ５  ０  年  規  則  第  ２  ５  号。  以  下  「規  則」  と  い  う。）  に  規  定  す  る  も  の  の  ほ  か  必  要  な 

 事  項  を  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 （事  業  対  象  作  物） 

 第  ２  条     本  市  の  特  性  （気  象  等  の  ⾃  然  的、  社  会  的、  経  済  的  条  件）  を  活  か  し  た  も  の  で  あ 

 り、  か  つ  有  害  ⿃  獣  対  策  が  ⾏  え  る  も  の。 

 ２     作  付  け  ⾯  積  が  １  ０  アー  ル  以  上  で  あ  る  も  の。 

 ３     過  去  に  市  内  に  お  い  て  経  営  規  模  で  ⽣  産  さ  れ  た  記  録  が  な  い  も  の。 

 （事  業  対  象  者） 

 第  ３  条     本  事  業  の  対  象  者  は、  市  内  に  住  ⺠  票  ⼜  は  所  在  地  が  あ  り、  農  家  台  帳  に  登  載  さ  れ  て 

 お  り  現  に  耕  作  を  営  む  農  業  者  で  あ  る  こ  と。 

 ２     事  業  対  象  作  物  を  市  内  の  農  地  で  作  付  け  る  者。 

 ３     事  業  対  象  作  物  の  試  験  栽  培  が  成  功  し  た  際  に、  栽  培  技  術  等  の  開  ⽰  に  協  ⼒  す  る  者。 

 ４     市  税  に  滞  納  が  な  い  者。  た  だ  し、  徴  収  の  猶  予  を  受  け  て  い  る  者  を  除  く。 

    （補  助  対  象  経  費） 

 第  ４  条     補  助  対  象  経  費  は、  補  助  対  象  事  業  に  要  す  る  別  表  に  掲  げ  る  経  費  で  市  ⻑  が  必  要  と  認 

 め  る  も  の  と  す  る。 

    （補  助  ⾦  の  額） 

 第  ５  条     補  助  ⾦  の  額  は、  消  費  税  を  含  ま  な  い  補  助  対  象  経  費  の  総  額  (そ  の  額  に  1,000  円  未  満  の 

 端  数  が  ⽣  じ  た  と  き  は、  こ  れ  を  切  り  捨  て  た  額)  と  す  る。  た  だ  し、  30  万  円  を  限  度  と  す  る。 

    （実  施  計  画  の  承  認  申  請  等） 

 第  ６  条     補  助  ⾦  の  交  付  を  申  請  し  よ  う  と  す  る  も  の  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ 
 事  業  実  施  計  画  承  認  申  請  書  （様  式  第  １  号）  に  必  要  書  類  を  添  付  し  て  市  ⻑  に  提  出  す  る  も  の 
 と  す  る。 

 ２     市  ⻑  は、  前  項  の  規  定  に  よ  る  申  請  書  等  の  提  出  が  あっ  た  と  き  は、  そ  の  内  容  等  を  審  査  の 
 上、  当  該  実  施  計  画  の  承  認  の  可  否  を  決  定  し、  そ  の  結  果  を  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ 



 ン  ジ  事  業  実  施  計  画  承  認  （不  承  認）  通  知  書  （様  式  第  ２  号）  に  よ  り  当  該  申  請  者  に  通  知  す 
 る  も  の  と  す  る。 

 ３     事  業  の  着  ⼿  は、  交  付  決  定  後  に  ⾏  う  も  の  と  す  る。  た  だ  し、  や  む  を  得  な  い  事  情  が  あ  る 
 と  認  め  ら  れ  る  場  合  に  お  い  て、  交  付  決  定  前  着  ⼿  届  （  様  式  第  ３  号  ）  を  市  ⻑  に  提  出  し  た  と 
 き  は、  こ  の  限  り  で  な  い。 

    （交  付  申  請） 

 第  ７  条     規  則  第  ４  条  に  規  定  す  る  申  請  書  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ  事  業  費 

 補  助  ⾦  交  付  申  請  書  （様  式  第  ４  号）  に  よ  る  も  の  と  し、  次  に  掲  げ  る  書  類  を  添  付  し  て  市  ⻑  に 

 提  出  す  る  も  の  と  す  る。 

    （１）  事  業  計  画  書  （別  紙  １） 

    （２）  同  意・  宣  誓  書  （別  紙  ２） 

    （３）  そ  の  他、  市  ⻑  が  必  要  と  認  め  る  書  類 

    （交  付  決  定） 
 第  ８  条     市  ⻑  は、  前  条  の  規  定  に  よ  る  申  請  書  等  の  提  出  が  あっ  た  と  き  は、  速  や  か  に  そ  の  内  容 

 等  を  審  査  の  上、  補  助  ⾦  の  交  付  の  可  否  を  決  定  し、  そ  の  結  果  を  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産 
 チャ  レ  ン  ジ  事  業  費  補  助  ⾦  交  付  （不  交  付）  決  定  通  知  書  （様  式  第  ５  号）  に  よ  り  当  該  申  請  者 
 に  通  知  す  る  も  の  と  す  る。 

    （休  ⽌  ⼜  は  廃  ⽌  の  届  出） 
 第  ９  条     第  ８  条  の  規  定  に  よ  り  補  助  ⾦  の  交  付  の  決  定  を  受  け  た  者  （以  下  「補  助  事  業  者」  と 

 い  う。）  は、  補  助  ⾦  の  交  付  の  決  定  を  受  け  た  事  業  （以  下  「補  助  事  業」  と  い  う。）  を  休 
 ⽌  し、  ⼜  は  廃  ⽌  し  よ  う  と  す  る  場  合  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ  事  業  費  補  助 
 ⾦  休  ⽌  （廃  ⽌）  届  （様  式  第  ６  号）  を  遅  滞  な  く  市  ⻑  に  提  出  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

    （実  績  報  告） 
 第  １  ０  条     規  則  第  １  ２  条  に  規  定  す  る  実  績  報  告  書  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ 

 事  業  費  補  助  ⾦  実  績  報  告  書  （様  式  第  ７  号）  に  よ  る  も  の  と  し、  事  業  完  了  後  ３  ０  ⽇  以  内  ⼜ 
 は  事  業  実  施  年  度  末  の  い  ず  れ  か  早  い  ⽇  ま  で  に、  次  に  掲  げ  る  書  類  を  添  え  て、  市  ⻑  に  提  出  し 
 な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

    （１）  事  業  報  告  書  （別  紙  ３） 
    （２）  領  収  書  の  写  し 
    （３）  作  業  ⽇  誌  の  写  し 
    （４）  事  業  対  象  作  物  を  作  付  け  し  た  こ  と  が  分  か  る  写  真 
    （５）  そ  の  他、  市  ⻑  が  必  要  と  認  め  る  書  類 

    （補  助  ⾦  の  額  の  確  定） 
 第  １  １  条     規  則  第  １  ３  条  第  １  項  の  規  定  に  よ  る  通  知  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン 

 ジ  事  業  費  補  助  ⾦  確  定  通  知  書  （様  式  第  ８  号）  に  よ  り  ⾏  う  も  の  と  す  る。 
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    （補  助  ⾦  の  概  算  払） 
 第  １  ２  条     規  則  第  １  ３  条  の  ２  第  ２  項  の  規  定  に  よ  る  補  助  ⾦  の  概  算  払  を  受  け  よ  う  と  す  る  と 

 き  は、  舞  鶴  市  ⾼  温  対  応  作  物  ⽣  産  チャ  レ  ン  ジ  事  業  費  補  助  ⾦  概  算  払  請  求  書  （様  式  第  ９  号） 
 を  市  ⻑  に  提  出  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

    （交  付  決  定  の  取  消  し） 
 第  １  ３  条     市  ⻑  は、  規  則  第  １  ５  条  第  １  項  に  定  め  る  と  き  の  ほ  か、  補  助  事  業  者  が  補  助  事  業 

 を  休  ⽌  し、  ⼜  は  廃  ⽌  し  た  と  き  は、  補  助  ⾦  の  交  付  の  決  定  の  全  部  ⼜  は  ⼀  部  を  取  り  消  す  こ 
 と  が  で  き  る。 

    （補  助  ⾦  の  返  還） 

 第  １  ４  条     市  ⻑  は、  偽  り  そ  の  他  不  正  な  ⼿  段  に  よ  り  補  助  ⾦  の  交  付  を  受  け  た  も  の  に  対  し、 

 当  該  補  助  ⾦  の  全  部  ⼜  は  ⼀  部  を  返  還  さ  せ  る  こ  と  が  で  き  る。 

 （実  施  状  況  の  報  告） 

 第  １  ５  条     補  助  事  業  者  は、  事  業  年  度  の  翌  年  度  か  ら  初  収  穫  す  る  ま  で、  事  業  実  施  状  況  報  告 

 （様  式  第  １  ０  号）  を  各  年  度  末  ま  で  に  市  ⻑  へ  提  出  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。  た  だ  し、  事  業 

 年  度  に  初  収  穫  し  第  １  ０  条  に  よ  り  報  告  し  て  い  る  場  合  を  除  く。 

 ２     初  収  穫  に  ⾄  ら  な  かっ  た  場  合  は、  そ  の  理  由  等  を  市  ⻑  へ  報  告  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （そ  の  他） 

 第  １  ６  条  こ  の  要  領  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か  必  要  な  事  項  は、  市  ⻑  が  別  に  定  め  る。 

          附  則 

    （施  ⾏  期  ⽇） 

 こ  の  要  領  は、  令  和  ７  年  ５  ⽉  ２  １  ⽇  か  ら  施  ⾏  す  る。 
    （こ  の  要  領  の  失  効） 

 こ  の  要  領  は、  令  和  １  ０  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  限  り、  そ  の  効  ⼒  を  失  う。 



 別  表  （第  ４  条  関  係）    

 【補  助  対  象  と  な  る  経  費】 
 科  ⽬  内  容 

 ⼈  件  費  事  業  対  象  作  物  栽  培  に  か  か  る  直  接  ⼈  件  費 

 報  償  費  講  師、  専  ⾨  家  等  へ  の  謝  礼、  調  査・  研  究  等  に  係  る  報  償  費 

 需  ⽤  費 
 事  業  対  象  作  物  の  栽  培  に  必  要  な  種  苗、  農  薬、  肥  料、  燃  料、 
 資  材、  書  籍  等  の  購  ⼊  費、  消  耗  品  費  等 

 使  ⽤  料  専  ⽤  機  材  の  レ  ン  タ  ル  料  等 

 委  託  料  ⽔  質・  ⼟  壌  分  析  委  託  料  等 

 ※  消  費  税  は  除  く 


